
公共工事の前金払に関する取扱要領の一部改正について 

 

前金払の対象となる契約金額を、「１３０万円以上」から「２００万円

以上」に改めましたので、お知らせします。 

 改正後 

 契約額が２００万円以上かつ履行期間が６０日以上の工事及び業務委託 

 で前払金保証されたものを対象に、契約額に一定の割合（工事４割・ 

 業務委託３割）乗じた額を限度額とする。 

 

 

 

現行 

契約額が１３０万円以上かつ履行期間が６０日以上の工事及び業務委託 

 で前払金保証されたものを対象に、契約額に一定の割合（工事４割・ 

 業務委託３割）乗じた額を限度額とする。 

 

 

施行日 

 令和７年１０月２２日 

 

 

 

 



改正後の公共工事の前金払に関する取扱要領 

 

○八代生活環境事務組合公共工事の前金払に関する取扱要領 

平成２７年７月３１日 

告示第１８号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、八代生活環境事務組合が発注する公共工事の前金払に係る事務

の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（前金払） 

第２条 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５

条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の

保証に係る公共工事に要する経費のうち工事１件の請負代金額が２００万円以上の

土木建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計及び調査を含む。ただし、土

木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造は除く。）におい

て、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事におい

て償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、

労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、これ

らの経費の４割を超えない範囲内で前金払をすることができる。 

（委託業務に係る取扱） 

第３条 土木建築に関する工事の設計及び調査を内容とする委託業務については、こ

の要領中「請負者」とあるのは「受託者」に、「請負代金額」とあるのは「業務委

託料」に、「工事」とあるのは「業務」に読み替えるものとする。 

（前払金の請求手続） 

第４条 請負者は、第２条に規定する前払金の支払を受けようとするときは、前払金

請求書に保証事業会社の交付する保証証書及びその写しを添えて管理者に提出しな

ければならない。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 


